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所管課名 森林づくり推進課 整理番号 3-10

処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

未設定（過去に処分事例がないため）

　　　分担金の徴収の規定を設けている理由は、第一に都道府県知事の行う命令
　　及び代執行並びに森林害虫防除員の行う処分に要する経費の財源を確保す
　　るためであり、第二にこれらの措置によて生じる受益を調整するためである。
　　　したがって、分担金の徴収は森林病害虫等の防除措置を実施する都道府県
　　すべてにわたって必ずおこなわなければならないものでなく、各都道府県が自
　　主的に判断して決定するものであり、長野県においては分担金を徴収すること
　　としていないため、過去に実績がなく基準を定める必要がない。

－

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

受益者からの分担金の徴収

森林病害虫防除法第10条

　都道府県知事が行う森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置
又は森林害虫防除員の行う処分により利益を受ける森林、樹木、指定種苗又は伐採木の
所有者又は管理者からの分担金を徴収することができる。


